
一
頁 

 

。 

○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
二
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
六
年

郵
政
省
告
示
第
七
十
二
号
（
端
末
設
備
で
あ
っ
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
利
用
者
か
ら
の
接
続
の
請
求
を
拒

め
な
い
も
の
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し

、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る

。



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
端
末
設
備
を
構
成
す
る
一
の
部
分
と
他
の
部
分
相
互
間
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
端
末
設
備 

［
１
～
９ 

略
］ 

10 

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
五
・
二
GHz
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
設
備 

二 

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波
を
使
用
す
る
端
末
設
備 

［
１
～
８ 

略
］ 

９ 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
に
規
定
す
る
五
・
二
GHz
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無

線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
設
備 

10
～
13 

［
略
］ 

一 

［
同
上
］ 

［
１
～
９ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

 二 

［
同
上
］ 

［
１
～
８ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

 

９
～
12 

［
同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
三
号 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
九
条
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
六
年
郵
政
省
告
示
第
四
百
二
十
四
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
識

別
符
号
の
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
識
別
符
号
の
符
号
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
使
用
す
る
無
線
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

使
用
す
る
無
線
設
備
の
区
別 

識
別
符
号
の
符
号
長 

［
一
～
七 
略
］ 

八 

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定

す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
以

下
「
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と

い
う
。
）
の
無
線
設
備
及
び
同
項
第
十
一
号
に
規
定

す
る
五
・
二
㎓
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
（
以
下
「
五
・
二
㎓
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信

シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備 

［
略
］ 

［
九
～
十
三 

略
］ 

二 

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
空
き
状
態
で
あ
る
と
の
判
定
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
使
用
す
る
無
線
設

備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

使
用
す
る
無
線
設
備
の
区
別 
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
空
き
状
態
で
あ

る
と
の
判
定
の
方
法 

［
一
～
五 

略
］ 

六 

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線

設
備
及
び
五
・
二
㎓
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ

ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備 

［
略
］ 

［
七
～
十
一 

略
］ 

［
三 

略
］ 

四 

一
の
筺
体
に
収
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
無
線
設
備
又
は
そ
の
装
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
五
七
㎓
を
超
え
六
六
㎓
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

、
五
・
二
㎓
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
、

時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
、
時
分
割
・
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
、
七
〇
〇
㎒
帯
高
度
道
路
交
通

シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
又
は
テ
レ
メ
ー
タ
ー
用
等
の
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
（
九
一

五
・
九
㎒
以
上
九
二
九
・
七
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
条

件
を
満
た
す
も
の 

［
（一）
・
（二） 

略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

五 

端
末
設
備
等
規
則
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
自
営
電
気
通
信
設
備
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

［
１
～
６ 

略
］ 

７ 

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
又
は
五
・
二
㎓
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム

一 

［
同
上
］ 

 

使
用
す
る
無
線
設
備
の
区
別 

識
別
符
号
の
符
号
長 

［
一
～
七 

同
上
］ 

 

八 

電
波
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線

局
で
あ
っ
て
、
電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第

四
号
に
規
定
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
（
以
下
「
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備 

  

［
同
上
］ 

［
九
～
十
三 

同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 

 

使
用
す
る
無
線
設
備
の
区
別 

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
空
き
状
態
で
あ

る
と
の
判
定
の
方
法 

［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線

設
備 

 

［
同
上
］ 

［
七
～
十
一 

同
上
］ 

［
三 

同
上
］ 

四 

［
同
上
］ 

１ 

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
五
七
㎓
を
超
え
六
六
㎓
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の

無
線
設
備
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設

備
、
七
〇
〇
㎒
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
又
は
テ
レ
メ
ー
タ
ー
用
等
の
特
定
小
電

力
無
線
局
の
無
線
設
備
（
九
一
五
・
九
㎒
以
上
九
二
九
・
七
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
条
件
を
満
た
す
も
の 

 
［
（一）
・
（二） 

同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

五 

［
同
上
］ 

 

［
１
～
６ 

同
上
］ 

７ 

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
自
営
電
気
通
信
設
備 



三
頁 
 

 

の
無
線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
自
営
電
気
通
信
設
備 

［
８
～
12 

略
］ 

 

［
８
～
12 

同
上
］ 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

      



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
四
号 

 

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
二

号
 

電
波

を
使

用
す
る
端

末
機
器

の
測
定
方

法
 

［
一

～
二

十
四

 
略

］
 

二
十

五
 

小
電

力
デ

ー
タ

通
信
シ
ス

テ
ム
端

末
（
無
線

設
備
規

則
第

四
十

九
条

の
二

十
第

一
号

か
ら

第
五

号
ま

で

に
規

定
す

る
無

線
局
の
無

線
設
備
を

い
う
。

）
又
は
五

・
二

G
Hz

帯
高

出
力

デ
ー

タ
通

信
シ

ス
テ

ム
端

末
（

同

規
則

第
四

十
九

条
の
二
十

の
二
に
規

定
す
る

無
線
局
の

無
線

設
備

を
い

う
。

）
の

電
気

的
条

件
等

 

別
表

第
一

号
四

３
に
同
じ

。
 

別
表

第
二

号
 

［
同

左
］

 

［
一

～
二

十
四

 
同

左
］

 

二
十

五
 

小
電

力
デ

ー
タ

通
信
シ
ス

テ
ム
端

末
（
無
線

設
備
規
則

第
四
十
九

条
の
二

十
第
一
号

か
ら
第
五

号
ま
で

に
規

定
す

る
無

線
局

の
無

線
設
備
を

い
う
。

）
の
電
気

的
条
件
等
 

別
表

第
一

号
四

３
に

同
じ

。
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
五
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
ワ
、
第
四
号
リ

及
び
第
五
号
リ
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
四
十
八
号
（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線

局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

五
、
一
五
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
五
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。 

１ 

筐
き
ょ
う

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
当
該
無
線
設
備
の
送
信
は
五
・
二
GHz
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
す
る
場
合
を
除
き
屋
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
旨
が
表
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

２ 

電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
無
線
設
備
の
送
信
は
五
・
二
GHz
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
す
る
場
合
を
除
き
屋
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
旨
を
当
該
無
線
設
備
に

記
録
し
、
特
定
の
操
作
に
よ
っ
て
当
該
無
線
設
備
の
映
像
面
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
の
操
作
に
つ
い
て
、
書
類
等
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

［
同
上
］ 

 

１ 

筐
き
ょ
う

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
当
該
無
線
設
備
の
送
信
は
屋
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
旨
が
表
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

 

２ 

電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
無
線
設
備
の
送
信
は
屋
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
旨
を
当
該
無
線
設
備

に
記
録
し
、
特
定
の
操
作
に
よ
っ
て
当
該
無
線
設
備
の
映
像
面
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
の
操
作
に
つ
い
て
、
書
類
等
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
四 

略
］ 

［
四 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



三
頁 
 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
同

法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
屋
内
に
お
い
て
の
み
送
信
可
能
で
あ
る
旨
が
表
示
さ
れ
た
又

は
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
合
表
示
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
五
・
二

GHz
帯
高
出

力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
す
る
場
合
を
除
き
屋
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で

あ
る
旨
が
表
示
さ
れ
た
又
は
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
み
な
す
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
六
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号
（
五

GHz
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周

波
数
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
MHz
以
下
の
無
線
局 

四
、
九
一
二
・
五
MHz
、
四
、
九
一
七
・
五
MHz
、
四
、
九
二
二
・
五
MHz
、
四
、
九
二
七
・
五
MHz
、
四
、
九
三

二
・
五
MHz
、
四
、
九
三
七
・
五
MHz
、
四
、
九
四
二
・
五
MHz
及
び
四
、
九
四
七
・
五
MHz 

 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
MHz
を
超
え
九
MHz
以
下
の
無
線
局 

四
、
九
一
五
MHz
、
四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
二
五
MHz
、
四
、
九
三
五
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
及
び
四
、
九
四

五
MHz 

三 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
九
MHz
を
超
え
一
九
・
七
MHz
以
下
の
無
線
局 

四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
、
四
、
九
六
〇
MHz
及
び
四
、
九
八
〇
MHz 

 

［
四 

略
］ 

一 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
MHz
以
下
の
無
線
局 

四
、
九
一
二
・
五
MHz
、
四
、
九
一
七
・
五
MHz
、
四
、
九
二
二
・
五
MHz
、
四
、
九
二
七
・
五
MHz
、
四
、
九
三
二

・
五
MHz
、
四
、
九
三
七
・
五
MHz
、
四
、
九
四
二
・
五
MHz
、
四
、
九
四
七
・
五
MHz
、
五
、
〇
三
二
・
五
MHz
、
五
、

〇
三
七
・
五
MHz
、
五
、
〇
四
二
・
五
MHz
、
五
、
〇
四
七
・
五
MHz
、
五
、
〇
五
二
・
五
MHz
及
び
五
、
〇
五
七
・
五

MHz 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
MHz
を
超
え
九
MHz
以
下
の
無
線
局 

四
、
九
一
五
MHz
、
四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
二
五
MHz
、
四
、
九
三
五
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
、
四
、
九
四
五
MHz

、
五
、
〇
三
五
MHz
、
五
、
〇
四
〇
MHz
、
五
、
〇
四
五
MHz
及
び
五
、
〇
五
五
MHz 

三 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
九
MHz
を
超
え
一
九
・
七
MHz
以
下
の
無
線
局 

四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
、
四
、
九
六
〇
MHz
、
四
、
九
八
〇
MHz
、
五
、
〇
四
〇
MHz
、
五
、
〇
六
〇
MHz

及
び
五
、
〇
八
〇
MHz 

［
四 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
七
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
十
二
号
及

び
別
表
第
三
号
の

35
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
（
五

GHz
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

１ 
五
MHz
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
九
号
ニ
に
規
定
す
る
五
MHz
シ
ス
テ
ム
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 

一 

［
同
上
］ 

１ 

五
MHz
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
九
号
ニ
に
規
定
す
る
五
MHz
シ
ス
テ
ム
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
） 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
九
〇
二
・
五
MHz
未
満
及

び
四
、
九
五
七
・
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以

下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

 

（一） 

四
、
九
〇
〇
MHz
を
超
え
四
、
九
五
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
九
〇
二
・
五
MHz
未
満

及
び
四
、
九
五
七
・
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇

MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

（二） 

五
、
〇
三
〇
MHz
を
超
え
五
、
〇
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
九
九
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
九
九
〇
MHz
以
上
五
、
〇
二
二
・
五
MHz
未
満

及
び
五
、
〇
六
七
・
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇

MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

 

２ 

一
〇
MHz
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る
一
〇
MHz
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

２ 

一
〇
MHz
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
九
号
ハ
に
規
定
す
る
一
〇
MHz
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
八
九
五
MHz
未
満
及
び
四

、
九
六
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

 

（一） 

四
、
九
〇
〇
MHz
を
超
え
四
、
九
五
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
八
九
五
MHz
未
満
及
び

四
、
九
六
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

（二） 

五
、
〇
三
〇
MHz
を
超
え
五
、
〇
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
九
九
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
九
九
〇
MHz
以
上
五
、
〇
一
五
MHz
未
満
及
び

五
、
〇
七
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

 



三
頁 
 

 

３ 

二
〇
MHz
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る
二
〇
MHz
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

３ 

二
〇
MHz
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る
二
〇
MHz
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

（一） 
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
以
外
の
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
八
八
〇
MHz
未
満
及
び
五

、
〇
二
〇
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

（二） 

変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
八
七
五
MHz
未
満
及
び

五
、
〇
二
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 
〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 
一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

 

     

 

（一） 

四
、
九
〇
〇
MHz
を
超
え
五
、
〇
〇
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合 

（１） 

変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
以
外
の
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
八
八
〇
MHz
未
満
及
び
五

、
〇
二
〇
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

（２） 

変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力 

四
、
八
七
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
八
七
〇
MHz
以
上
四
、
八
七
五
MHz
未
満
及
び
五

、
〇
二
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

（二） 

五
、
〇
三
〇
MHz
を
超
え
五
、
〇
九
一
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合 

（１） 

変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
以
外
の
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力 

四
、
九
九
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
九
九
〇
MHz
以
上
五
、
〇
〇
〇
MHz
未
満
及
び
五

、
一
二
〇
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

（２） 

変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合 

周
波
数 

一
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射

電
力 

四
、
九
九
〇
MHz
未
満
の
も
の 

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

四
、
九
九
〇
MHz
以
上
四
、
九
九
五
MHz
未
満
及
び
五

、
一
二
五
MHz
を
超
え
五
、
二
七
〇
MHz
以
下 

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
二
七
〇
MHz
を
超
え
五
、
三
四
二
MHz
以
下 

〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

五
、
三
四
二
MHz
を
超
え
る
も
の 

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下 

 



四
頁 
 

 

［
４ 

略
］ 

［
４ 

同
上
］ 

二 
信
号
伝
送
速
度
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

［
１
・
２ 

略
］ 

３ 

二
〇
MHz
シ
ス
テ
ム 

（一） 

四
、
九
二
〇
MHz
及
び
四
、
九
四
〇
MHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
は
、
毎
秒
一
〇
メ
ガ

ビ
ッ
ト
以
上
の
速
度
で
信
号
を
伝
送
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（二） 

四
、
九
六
〇
MHz
及
び
四
、
九
八
〇
MHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
は
、
毎
秒
二
〇
メ
ガ

ビ
ッ
ト
以
上
の
速
度
で
信
号
を
伝
送
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
４ 

略
］ 

二 

［
同
上
］ 

［
１
・
２ 

同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

（一） 

四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
及
び
五
、
〇
四
〇
MHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
は

、
毎
秒
一
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
の
速
度
で
信
号
を
伝
送
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（二） 

四
、
九
六
〇
MHz
、
四
、
九
八
〇
MHz
、
五
、
〇
六
〇
MHz
及
び
五
、
〇
八
〇
MHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
無
線
設
備
は
、
毎
秒
二
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
の
速
度
で
信
号
を
伝
送
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

［
４ 

同
上
］ 

三 

送
信
装
置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

１ 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
MHz
以
下
の
場
合 

四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
、
四
、
九
六
〇
MHz
及
び
四
、
九
八
〇
MHz
の
周
波
数
の
（±）
一
〇
MHz
の
帯

域
幅
に
お
け
る
空
中
線
電
力
の
総
和
を
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
と
し
て
送
信
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

［
２ 

略
］ 

［
四 

略
］ 

三 

［
同
上
］ 

１ 

占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
MHz
以
下
の
場
合 

四
、
九
二
〇
MHz
、
四
、
九
四
〇
MHz
、
四
、
九
六
〇
MHz
、
四
、
九
八
〇
MHz
、
五
、
〇
四
〇
MHz
、
五
、
〇
六
〇

MHz
及
び
五
、
〇
八
〇
MHz
の
周
波
数
の
（±）
一
〇
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
空
中
線
電
力
の
総
和
を
二
五
〇
ミ
リ

ワ
ッ
ト
以
下
と
し
て
送
信
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

［
２ 

同
上
］ 

［
四 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
八
号 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
八
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
電
気
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
 

別
表

第
五

号
 

無
線

設
備

を
使
用
す

る
専
用

通
信
回
線

設
備
等
端

末
 

 
［

第
１

～
第

６
 

略
］
 

第
７

 
無

線
設

備
規
則
第

4
9
条
の

20
第
１

号
か
ら
第

５
号

ま
で

に
規

定
す

る
小

電
力

デ
ー

タ
通

信
シ

ス
テ

ム

の
無

線
局

の
無

線
設
備
又

は
同
規
則
第

4
9
条
の

2
0
の

２
に

規
定

す
る

5
.2G

H
z
帯

高
出

力
デ

ー
タ

通
信

シ
ス

テ
ム

の
無

線
局
の
無

線
設
備
を

使
用
す

る
端
末
設

備
の

電
気

的
条

件
等
 

［
１

・
２

 
略

］
 

別
表

第
五

号
 

［
同

左
］

 

 
［

第
１

～
第

６
 
同

左
］
 

第
７

 
無

線
設

備
規

則
第

49
条
の

20
第
１
号
か

ら
第
５
号

ま
で
に
規

定
す
る
小

電
力
デ
ー

タ
通
信
シ

ス
テ
ム

の
無

線
局

の
無

線
設

備
を

使
用
す
る

端
末
設

備
の
電
気

的
条
件
等
 

 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
十
九
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
三
百
二
十
三
号
（
無
線
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設

備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

［
１
～
８ 
略
］ 

９ 

五
・
二
GHz
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備 

［
二 

略
］ 

一 

［
同
上
］ 

 
 

［
１
～
８ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

［
二 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
号 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
四
百
二
十
三
号
（
無
線
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設

備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

［
１
～
８ 
略
］ 

９ 

五
・
二
GHz
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備 

［
二 

略
］ 

一 

［
同
上
］ 

 
 

［
１
～
８ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

［
二 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
第
四
号

及
び

の
規
定

(3)

(5)

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
場
所
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号
（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
使

用
場
所
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

一

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
五
・
二

帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

GHz

又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
す
る
場
合

上
空

二

一
以
外
の
場
合

屋
外
（
列
車
内
、
船
舶
内
及
び
航
空
機
内
を
除
く
。
）



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
四
、
九
〇
〇

を
超
え
五
、
〇
〇
〇

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
開
設
区
域
を
次
の
よ
う
に

MHz

MHz

定
め
る
。

な
お
、
平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
九
十
一
号
（
四
、
九
〇
〇

を
超
え
五
、
〇
〇
〇

以
下
又
は
五
、
〇
三
〇

MHz

MHz

を
超
え
五
、
〇
九
一

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
開
設
区
域
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

MHz

MHz

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

一

五

帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
携
帯
局
を
除
く
。
）
の
開
設
区
域
は
、
全
国
の
陸
上
と
す
る
。

GHz

二

五

帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
携
帯
局
の
開
設
区
域
は
、
全
国
の
陸
上
及
び
日
本
周
辺
海
域
（
我
が
国
の
領

GHz

海
の
基
線
（
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

基
線
を
い
う
。
）
か
ら
そ
の
外
側
二
百
海
里
の
線
（
そ
の
線
が
基
線
か
ら
測
定
し
て
中
間
線
（
同
法
第
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
中
間
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
中

間
線
（
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
合
意
し
た
中
間
線
に
代
わ
る
線
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
線
）
と
す
る
。
）
ま
で
の

海
域
を
い
う
。
）
と
す
る
。



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
三
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
五
、
一
五
〇

を
超
え
五
、
二
五
〇

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
開
設
区
域
を
次
の
よ
う
に

MHz

MHz

定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

五
、
一
五
〇

を
超
え
五
、
二
五
〇

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
五
・
二

帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス

MHz

MHz

GHz

テ
ム
の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の
開
設
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

北
海
道
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
北
海
道
（
札
幌
市
及
び
河
西
郡
更
別
村
に
限
る
。
）
の
区
域

二

東
北
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
青
森
県
（
青
森
市
及
び
弘
前
市
に
限
る
。
）
、
岩
手
県
（
盛
岡
市

及
び
釜
石
市
に
限
る
。
）
、
宮
城
県
（
仙
台
市
、
宮
城
郡
利
府
町
及
び
柴
田
郡
村
田
町
に
限
る
。
）
、
秋
田
県
秋
田

市
、
山
形
県
尾
花
沢
市
及
び
福
島
県
（
福
島
市
及
び
二
本
松
市
に
限
る
。
）
の
各
区
域

三

関
東
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
茨
城
県
（
下
妻
市
及
び
鹿
嶋
市
に
限
る
。
）
、
栃
木
県
芳
賀
郡
茂

木
町
、
埼
玉
県
（
さ
い
た
ま
市
、
朝
霞
市
、
川
越
市
、
熊
谷
市
及
び
所
沢
市
に
限
る
。
）
、
千
葉
県
（
千
葉
市
、
浦

安
市
、
柏
市
、
船
橋
市
及
び
長
生
郡
一
宮
町
に
限
る
。
）
、
東
京
都
（
新
宿
区
、
江
戸
川
区
、
大
田
区
、
江
東
区
、

品
川
区
、
渋
谷
区
、
墨
田
区
、
世
田
谷
区
、
台
東
区
、
千
代
田
区
、
練
馬
区
、
港
区
、
稲
城
市
、
多
摩
市
、
調
布
市



二
頁

及
び
府
中
市
に
限
る
。
）
、
神
奈
川
県
（
横
浜
市
、
川
崎
市
及
び
藤
沢
市
に
限
る
。
）
及
び
山
梨
県
（
甲
府
市
及
び

富
士
吉
田
市
に
限
る
。
）
の
各
区
域

四

信
越
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
新
潟
県
新
潟
市
の
区
域

五

東
海
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域

１

静
岡
県
（
静
岡
市
、
伊
豆
市
、
磐
田
市
、
袋
井
市
及
び
駿
東
郡
小
山
町
に
限
る
。
）
の
区
域

２

愛
知
県
（
豊
明
市
及
び
豊
田
市
に
限
る
。
）
及
び
三
重
県
鈴
鹿
市
稲
生
町
の
各
区
域
（
空
中
線
の
指
向
方
向
が

中
部
国
際
空
港
の
方
向
以
外
の
場
合
又
は
最
大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
の

場
合
に
限
る
。
）

３

三
重
県
桑
名
市
の
区
域
（
最
大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
の
場
合
に
限
る
。

）

六

近
畿
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
京
都
府
京
都
市
、
大
阪
府
（
大
阪
市
東
住
吉
区
、
岸
和
田
市
及
び

東
大
阪
市
松
原
南
に
限
る
。
）
及
び
兵
庫
県
神
戸
市
兵
庫
区
の
各
区
域
（
空
中
線
の
指
向
方
向
が
大
阪
国
際
空
港
の

方
向
以
外
の
場
合
又
は
最
大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
の
場
合
に
限
る
。
）

七

中
国
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
岡
山
県
美
作
市
及
び
広
島
県
広
島
市
の
各
区
域

八

四
国
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
徳
島
県
徳
島
市
の
区
域

九

九
州
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域



三
頁

１

佐
賀
県
鳥
栖
市
、
長
崎
県
佐
世
保
市
、
熊
本
県
熊
本
市
及
び
大
分
県
（
大
分
市
及
び
日
田
市
に
限
る
。
）
の
各

区
域

２

福
岡
県
北
九
州
市
の
区
域
（
空
中
線
の
指
向
方
向
が
福
岡
空
港
の
方
向
以
外
の
場
合
又
は
最
大
等
価
等
方
輻
射

電
力
が
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
の
場
合
に
限
る
。
）



一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
四
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
第
一
項
第
十
号
及

び
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
五
・
二

帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的

GHz

条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

五
・
二

帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
は
、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示

GHz

第
四
十
八
号
（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
第
一
項
及
び
第

二
項
に
掲
げ
る
条
件
並
び
に
同
告
示
第
三
項
（
陸
上
移
動
局
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。


